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１． 利用者からの相談または苦情に対する相談窓口（連絡先）、担当者の設置 

 

  苦情・相談に対する常設の窓口として、苦情相談担当者（以下｢担当者｣という。） を設置している。また、

担当者が不在の場合は、基本的な事項について事業所内の誰 もが同様の対応ができるようにするとともに、必

ず担当者に引き継ぎ、苦情に対する 早期改善、是正措置を講じるように配慮している。 

 

 苦情担当者：生活相談員（岡本信恵） 介護支援専門員（大森道子） 

 第三者委員：尾﨑次德（評議員）出戸康子（監事） 

 

 連 絡 先：ＴＥＬ ０８６３－８１－１０１０ 

       ＦＡＸ ０８６３－８１－１０１２ 

（その他の連絡先） 

 

 ○岡山県国民健康保険団体連合会 ０８６－２２３－９１０１ 

 ○玉野市長寿介護課        ０８６３－３２－５５３４ 

 ○倉敷市介護保険課       ０８６－４２６－３３４３ 

 ○岡山市介護保険課       ０８６－８０３－１２４０ 

 

２． 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制、手順 

 

  （１）担当者は直ちに利用者側と連絡をとり、直接利用者宅に行くなどして事情を聞き、苦情の内容の詳細

を確認する。 

 

    （２）担当者は苦情の内容を管理者に報告し、管理者は担当者を含む全職員を招集し、苦情処理に向けた検

討会議を開催する。 

 

  （３）検討会議の結果を基に処理結果をまとめ、管理者は早急に具体的な対応を指示する。 

 

  （４）担当者は利用者宅を訪問し検討結果を説明するとともに謝罪する。 

 

  （５）担当者は苦情処理結果を苦情処理台帳に記載する。管理者は再発防止に努めるよう全職員に徹底する。 

 

３． サ－ビス事業者としての対応方針 

 

  （１）管理者は利用者からの苦情に対し、担当者と直ちに連絡をとり、事実の確認を行う。必要がある場合

は、該当の市町村・居宅介護支援事業所に連絡をとり指示を仰ぐ。 

 

  （２）管理者は利用者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合が行う調査に協力し、国民健康保険団体

連合からの指導・助言に従って必要な改善を行う。 

 

  （３）管理者は担当者と充分に話し合いを行い、今後の再発防止に向けて必要な措置を講じる。 

 

４． その他参考事項 

 

  （１）普段から利用者から苦情がでないよう、各サ－ビスの提供を心がける。 

  （２）毎日の朝礼等により、各サ－ビス提供の心構えを確認する。 

（３）終結後２年間は記録の保存を行う。 

 

 

この利用者からの苦情を処理するために講じる措置の概要は令和８年４月１日より適用とする 


